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１ 最高裁（第一小法廷）平成１５年６月２６日判決・民集57巻6号723頁

「土地に対する固定資産税は，土地の資産価値に着目し，その所有という
事実に担税力を認めて課する一種の財産税であって，個々の土地の収益性
の有無にかかわらず，その所有者に対して課するものであるから，上記の
適正な時価とは，正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格，すなわ
ち，客観的な交換価値をいうと解される。」

２ 最高裁（第二小法廷）平成18年７月７日判決・集民２２０号６２１頁

「土地に対する固定資産税は，土地の資産価値に着目し，その所有という
事実に担税力を認めて課する一種の財産税であって，個々の土地の収益性
の有無にかかわらず，その所有者に対して課するものであるから，その課
税標準とされている土地の価格である適正な時価とは，正常な条件の下に
成立する当該土地の取引価格，すなわち，客観的な交換価値をいうと解さ
れる（最高裁平成10年（行ヒ）第41号同15年6月26日第一小法廷判決・民集
57巻6号723頁参照）。上記の適正な時価を， その年度において土地から得
ることのできる収益を基準に資本還元して導き出される当該土地の価格を
いうものと解すべき根拠はない。」

Ⅰ－１ 財産税（評価方式の根拠）
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３ 最高裁の検討

最高裁平成15年6月26日 判決は、「土地に対する固定資産税は、土地の

資産価値に着目し、その所有という事実に担税力を認めて課する一種の財
産税であって、個々の土地の収益性の有無にかかわらず、その所有者に対
して課するものであるから、上記の適正な時価とは、正常な条件の下に成
立する当該土地の取引価格、すなわち、客観的な交換価値をいう」ものと
判示した。
しかし、この判決以降も、適正な時価とは、「正常な条件の下に成立す

る土地の取引価格」であり、それは一般に収益還元価格を超えない価格で
あって、取引事例等から認識される実勢価格が収益還元価格を超えている
場合には、正常でない条件の下で形成された価格であるという趣旨を唱え
る学説が現れた。
これに対して、最高裁平成18年7月7日判決は、前掲最高裁平成15年6月

26日判決を引用して収益還元価格説を否定した。

Ⅰ－１ 財産税（評価方式の根拠）
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４ 最高裁第一小法廷平成１５年６月２６日判決・民集57巻6号723頁

「土地に対する固定資産税は，土地の資産価値に着目し，その所有という
事実に担税力を認めて課する一種の財産税であって，個々の土地の収益性
の有無にかかわらず，その所有者に対して課するものであるから，上記の
適正な時価とは，正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格，すなわ
ち，客観的な交換価値をいうと解される。」
「法は，固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を自治

大臣の告示である評価基準にゆだね（法３８８条１項），市町村長は，評
価基準によって，固定資産の価格を決定しなければならないと定めている
（法４０３条１項）。これは，全国一律の統一的な評価基準による評価に
よって，各市町村全体の評価の均衡を図り，評価に関与する者の個人差に
基づく評価の不均衡を解消するために，固定資産の価格は評価基準によっ
て決定されることを要するものとする趣旨である」
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５ 最高裁（第二小法廷）平成15年7月18日判決・判時1839号96頁

「伊達市長は，本件建物について評価基準に定める総合比準評価の方

法に従って再建築費評点数を算出したところ，この評価の方法は，再建
築費の算定方法として一般的な合理性があるということができる。また，
評点１点当たりの価額1.1円は，家屋の資材費，労務費等の工事原価に
含まれない設計監理費，一般管理費等負担額を反映するものとして，一
般的な合理性に欠けるところはない。そして，鉄骨造り（骨格材の肉厚
が４ｍｍを超えるもの）の店舗及び病院用建物について評価基準が定め
る経年減点補正率は，この種の家屋について通常の維持管理がされた場
合の減価の手法として一般的な合理性を肯定することができる。」

（財産税に関する下級審判決）
東京高裁平成19年６月７日平成18年（行コ）第178号
東京高裁平成14年３月27日平成13年（行コ）第224号
東京高裁平成13年11月22日平成17年（行コ）第64号
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１．大阪地裁平成11年2月26日判決・訟務月報47巻5号977頁

「固定資産税は、資産の客観的な価値に注目し、右客観的な価値のあ
る資産を所有する者に対して課税する財産税というべきである。この
ような固定資産税の性質からすれば、地方税法341条5号にいう適正な
時価とは資産の客観的価値をいうというべきであって、‥‥地方税法
341条5号にいう適正な時価とは、社会通念上正常な取引において成立
する当該土地の取引価格すなわち客観的な交換価値をいうものと解す
るべきである。」
「固定資産税は、土地その他の固定資産が市町村による行政サービス
から受ける受益に着目して、その受益の度合を表すと認められる固定
資産の価格を課税標準とする応益原則に立脚した財産税としての性質
を有する」
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Ⅰー２ 応益原則（課税の根拠）



２．長崎地裁平成２７年１０月５日判決・税資２６５号順号１２７３
１号（福岡高判平成２８年３月２５日棄却・確定）未公表

「固定資産税は、土地、建物及び償却資産の資産価値に着目し、その
所有という事実に担税力を認めて課する一種の財産税であり、都市計
画税は、都市計画事業等によって土地又は家屋の所有者がそれらの利
用価値の増大、価格の上昇等の利益を受けることに着目して課される
目的税であると解されるところ、固定資産は所有者の変動が頻繁に生
ずるわけではないし、固定資産税等に応益的性格が含まれているとし
ても、必ずしも各所有者が享受する行政サービスの内容程度等と当該
資産の価値の大小やその所有期間とが直結ないし比例するわけではな
いと考えられるし、何よりも、大量に存在する固定資産について、市
町村等が、その存在ないし存在期間や、その真の所有者ないし所有期
間等を、逐一正確に把握することは事実上困難である。」
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３．大阪地裁平成２９年２月２３日判決・判例地方自治４３３号１７
頁

「最終残価率は，固定資産税が，資産の保有と市町村の行政サービス

との間に存在する受益関係に着目し，資産価値に応じて課税するもの
であり，家屋の資産価値については，家屋が居住又は使用のための効
用を発揮している限り，最低限度の価値を保持し続けるものと考える
ことが合理的であることから，その最低限度の価値を最終残価（再建
築価格の２０％）として設定しているものである。この最終残価率は，
現行の評価基準が制定される以前の昭和２７年度から現在まで変更さ
れることなく，行政サービスに対する応益課税における水準として定
着しているものと考えられる。」
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Ⅰ－３ー１ 財産税（金子宏東京大学名誉教授）

「固定資産税の前身である地租と家屋税は、土地・家屋の賃貸価格を課税標準としてい
たから、明白に収益税であった。これに対し、固定資産税の課税標準は、固定資産の価格
であり（地方税法349条、349条の2）、価格とは適正な時価をいう（同341条5号）とされて
いるが、その性質については、収益税説・収益税的財産税説および財産税説の三つの考え
方が対立している。この点については、まず、現行制度の基礎をなしているシャウプ勧告
がどのような考え方をとっていたかを見る必要がある。」

財産税説は、「固定資産税は、固定資産の資産価値に着目し、その所有の事実に担税力
を認めて課される財産税である、という見解で、シャウプ勧告の考え方、および地方税法
の前述の規定にてらして見ると、現行制度の理解として最も適切な考え方であると思われ
る。」

「このように考えた場合に、その課税根拠はどこに求めるべきであろうか。この点につ
いては、シャウプ勧告が述ベているように、固定資産が市町村の行政サービスから受ける
保護と便益の対価であることにその根拠を求めるべきであろう。還元すれば、『固定資産
税は、固定資産が市町村の行政サービスから受ける保護と便益に着目して課される固有の
財産税である』ということになる。」

Ⅰ－３ 学説の検討

9金子宏『租税法理論の形成と解明(下巻)』(有斐閣、2010)509-513



Ⅰ－３ー２ 応益課税（金子宏東京大学名誉教授）

金子教授によると、松尾徹人・小林弘明・折笠竹千代・板倉敏和『地方税
Ⅱ』（自治行政講座11、1986年）7頁以下では「固定資産税は、固定資産の
所在と市町村の行政サービスとの間に存する受益関係に着目して課される税
である。すなわち、住宅や工場ができれば、市町村道や上下水道の整備、ゴ
ミ、し尿処理施設や幼稚園、学校などの教育施設の充実などが必要であり、
より直接的には、これらの資産を火災等の災害から守るための消防活動の充
実も必要となる。また、場合によっては、工場からの公害の防止対策も講じ
なければならなくなる。このように、固定資産の存在それ自体が市町村の行
政サービスを必要とするものであり、これらの行政サービスを享受すること
により、固定資産がその効用なり収益力を継続的に発揮しているわけである。
他方、見方を変えれば、都市計画事業や市町村道、上下水道などが整備され
ることにより、固定資産の価値が増加するという意味でも市町村の行政サー
ビスとの受益関係を認めることができる。以上のとおり、固定資産は、積極
的な意味でも消極的な意味でも市町村の行政サービスとの間に強い受益関係
が認められる。このような固定資産に市町村の行政サービスの費用の一部を
負担させるのが固定資産税であり、市町村税として最もふさわしい税である
とされるゆえんである。このような観点から、固定資産税は、応益的な性格
をもった財産税であるということができる。」と述べているが、「この説明
は、きわめて明快に固定資産税の課税根拠を述べている」とされる。

Ⅰ－３ 学説の検討（応益課税）
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金子宏『租税法理論の形成と解明(下巻)』(有斐閣、

2010)509-513



２ー１ 固定資産税の課税客体（課税物件)

固定資産税は、固定資産（地方税341条1号に規定する土地・家屋、償却資

産）に対し、当該固定資産所在の市町村において課する(同法342条1項)。

２－２ 家屋の意義

家屋とは、住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む）、倉庫その他の建物 (地税

341条3号)｡ 固定資産税の課税物件である家屋は、不動産産登記法上の建物の意義と同

じであると解されている。

一般に家屋とは、「土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを

有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、

居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるものをいう。」

（固定資産税務研究会編『固定資産税逐条解説』(財)地方財務協会9頁）
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Ⅱ 固定資産評価基準に関する問題



２－３ 固定資産の課税標準
固定資産税の課税標準とは、賦課期日( 毎年1月1日)における固定資産の価格とし

て固定資産課税台帳に登録された金額 (349条、349条の2 ) 。
「価格とは、適正な時価(fairmarket value) (341条5号)であって、客観的な交換価値、

すなわち独立当事者間の自由な取引において成立すべき価格(正常な条件のもとに成
立する取引価格)を意味する。」
固定資産税の納税義務者は、固定資産の「所有者」（地税343条1項）

２－４ 評価員制度
固定資産は、固定資産評価員によって評価され、その価格等の決定は市町村長に

より行われる。市町村長は、評価調書を受理した場合、これに基づき固定資産の価
格等を毎年3月31日までに決定（410条1項）

２－５ 固定資産評価基準の意義
固定資産の評価に関しては地域的不均衡が生ずるなどの問題が生じないようにす

るために総務大臣、都道府県知事に種々の権限が認められている。総務大臣は、そ
の評価について全国的な統一を図り、市町村間の均衡を維持することを目的として、
「固定資産の評価の基準ならびに評価の実施の方法および手続（以下「固定資産評
価基準」）を定め、これを告示しなければならない(地税388条1項）。
（金子宏『租税法24版』794頁）
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Ⅱ 固定資産評価基準に関する問題



２－６ 固定資産の評価替え
土地と家屋については、行政事務の簡素化、徴税コストを最少に抑える必要などから、原則

として3年ごとにその評価を行い、その価格を決定
この評価を見直す年度を「基準年度」、価格の見直しを行うことを「評価替え」という

２ー７ 家屋等の評価方法

家屋は再建築費（価格）を基準として評価
再建築価格を基準として、経過年数等に応ずる減価等を行って評価

２－８ 家屋評価の仕組み
再建築費による評価
家屋の評価額とは→宅地等の評価と同様、評価の対象となる家屋の評点数*を求め、それに評点

一点当たりの価額を乗じて算出
評価の対象となる家屋の評点数は、木造家屋と非木造家屋との区分に応じて、まず、評価の対

象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築するとした場合に必要となる建築費
（再建築価格）を、屋根、外壁仕上、天井仕上等の部分別に合計し、再建築費評点数を算出、次
に、このようにして求めた再建築費評点数に時の経過によって生ずる損耗の状況による減点補正
等を行い、評価の対象となった家屋の評点数を算出する
評点一点当たりの価額：１円に物価水準による補正率及び設計管理費等による補正率を乗じた

価額（『令和3基準年度固定資産税評価のあらまし-土地・家屋-』pp3-4,23頁）
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Ⅱ 固定資産評価基準に関する問題



２－９ 家屋の再建築費評点数の算出方法
木造家屋と非木造家屋の区分に応じ、「木造家屋再建築費評点基準表」又は「非木造家屋再建

築費評点基準表」等を適用した上で、各個の家屋の各部分別の再建築費評点数を算出し、それを
合計して、その家屋の「再建築費評点数」を求める。
再建築費評点数は、新築、増築家屋等の「新増分家屋」と、既に評価が行われ固定資産課税台

帳に価格等が登録されている「在来分家屋」とに区分し、算出
・新増分家屋は、「部分別による再建築費評点数の算出方法」又は「比準による再建築費評点

数の算出方法」のいずれかによる。
・在来分家屋については「在来分の家屋に係る再建築費評点数の算出方法」による。

２ー１０ 損耗の状況による減点補正
「新築後の年数の経過に応じて生ずる価格の減価を、評価において考慮、減点補正は、原則と

して経年減点補正率」による。
積雪寒冷地域に所在する家屋、→経年減点補正率にさらに積雪寒冷地域の補正
天災、火災その他の事由の家屋→その損耗部分について、部分別損耗減点補正率基準表に定め

る損耗残価率を乗じ、さらに経年減点補正率を乗じて求める。
これら経年減点補正率等は、いずれも「固定資産評価基準」に定めがある。

家屋の評価額による算出式は次頁参照

「令和3基準年度・固定資産税評価のあらまし土地・評価-」（財）資産評価システム研究セン
ター資料23頁参照

14

Ⅱ 固定資産評価基準に関する問題
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Ⅱー１ 家屋の評価方式（「再建築費による評価」）
「令和3基準年度・固定資産税評価のあらまし―土地・評価-」

（財）資産評価システム研究センター23～26頁参照
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Ⅱー１ 家屋の評価方式
「令和3基準年度固定資産税評価のあらまし―土地・評価-」

（財）資産評価システム研究センター資料25頁参照)



Ⅱ 大規模家屋の評価制度
（３）損耗の状況による減点補正 (「令和3基準年度固定資産税評価のあらまし」２７
頁)

17

Ⅱー１ 家屋の評価方式
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Ⅱー２ 評価方式に関する問題点

固定資産税における家屋の評価方法である再建築価格方式は、
昭和36年固定資産評価制度調査会の答申において、家屋評価の
公平で適正な方法として、最も適当であるとされた評価方法で
ある。この再建築価格方式は、同じ時期に同一の資材を用いて
造られた同規模の家屋は、ほぼ同様の評価額となることから、
家屋の評価を均衡の取れた適正なものとすることができる優れ
た評価方法として、過去50年間にわたり安定的に運用されてき
た。
（平成28年3月「固定資産税制度に関する調査研究」資産評価システム研究セン
ター42頁,https://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/pdf/h28_all/h27_report_seido.pdf）

しかしながら、家屋の評価方法については、簡素化、合理化
の必要性から議論がなされている。
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Ⅱー２ー１ 評価方式に関する問題点

１ 家屋の評価方法の簡素合理化
再建築価格方式は、基本的には部分別評価となっており、その仕組みが

複雑であるため、市町村からは「事務が繁雑である」、納税者からは「評
価のしくみが分かりにくい」との声があり、評価方法の簡素合理化が求め
られている。
また、部分別による再建築費評点数の算出方法については、評価者に建

築構法や建築資材に関する一定の知識が必要とされること、及び再建築費
評点数の算出過程においては、当該家屋の構成資材や施工量等を個々に把
握して積算する必要がある等課題も多い。
（平成28年3月「固定資産税制度に関する調査研究」資産評価システム研究セン
ター45-47頁,https://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/pdf/h28_all/h27_report_seido.pdf）

２ タワーマンションの評価・課税
区分所有家屋であるタワーマンションに係る家屋の固定資産税額は、各

区分所有者の専有部分の床面積が同じであれば、高層階でも低層階でも原
則として同額となるが、近年、大都市圏を中心に増加しているタワーマン
ションにおいては、高層階と低層階について、現実に売買価格等に差異が
生じているものも見られるところであり、従来の税負担の求め方を見直す
べきではないかとの指摘がなされている。
（平成29年3月「固定資産税制度に関する調査研究」資産評価システム研究セン
ター3-20頁, https://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/pdf/h29_all/h29_report_seido.pdf）
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Ⅱー２ー２ 評価方式に関する問題点

３ 大規模建物の固定資産評価方法

近年、都心部・臨海部に建築されている、オフィスやホテル等の入る
複合用途の大規模事業用建築物においては、先進的な建築技術を取り入
れた資材が数多く使用されることなどから、これらの資材を確認して、
評価基準の項目に当てはめて評価するのに、困難で複雑な判断を伴い、
評価に長期間を要するなど、多くの課題が生じている。東京都は、これ
らの状況を踏まえ、東京都固定資産評価に関する検討会において、簡素
で迅速に評価でき、かつ、納税者に分かり易い、大都市にふさわしい新
たな家屋の評価方法について、様々な観点から検討を行った。

（ 平 成 29 年 4 月 東 京 都 固 定 資 産 評 価 に 関 す る 検 討 会 報 告 書 1 頁 ,
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/04/24/documents/05_03.pdf ）



21

Ⅱー３ー１ 家屋の評価方法の簡素合理化

１ 取得価格方式とは、事業用家屋について、申告された取得価格を基礎と
して、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価する方式である。【評
価額】＝【取得価格】×【調整率】×【経年減点補正率】

２ 広域的比準評価方式とは、都道府県等の一定の地域内に所在する家屋を、
その実態に応じ、構造、程度、規模等の別に区分し、それぞれの区分ごとに
標準とすべき家屋を標準家屋として定め、そこから比準して評価する方式で
ある。算出方法は、①標準家屋について、部分別評価により再建築費評点数
を付設し、②評価対象家屋の再建築費評点数は、当該家屋が属する区分にお
ける標準家屋の各部分別の使用資材、施工量等の相違を考慮し、標準家屋の
再建築費評点数に比準して付設する。

３ ㎡単価方式は、基準となる家屋の延べ床面積１㎡当たりの再建築費評点
数を再建築価格基準単価とし、これに補正率及び評価対象家屋の延べ床面積
を乗ずることにより評価する方式である。
算出方法は、①家屋を用途、構造、規模等の観点から類似したグループで分
類し、そのグループごとに基準家屋（モデル家屋）を設定し、②基準家屋に
ついて、部分別評価方式により評点数を計算し、これにより基準家屋の延べ
床面積１㎡当たりの価格（再建築価格基準単価＝㎡単価）を求め、③個々の
評価対象家屋に対して、家屋の価格を決定する要因について基準家屋との対
比を行い、補正率を乗じて㎡単価を補正し、これに計算単位（延べ床面積）
を乗じて再建築費評点数を求める。

「固定資産税制度に関する調査研究」資産評価システム研究センター（平成28年3月）45-47
頁,https://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/pdf/h28_all/h27_report_seido.pdf
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Ⅱー３ー１ 家屋の評価方法の簡素合理化（メリット・デメリット）

１ 取得価格方式は、「事業用家屋の評価事務の簡素化」や「評価事務の簡素
化による経費の削減」、「申告を基本とするため、評価の透明性や納税者から
理解が得られやすい」といったメリットがある一方で、「申告義務が課される
ことで、新たな負担が生じる」といったデメリットがある。

２ 広域的比準評価方式は、「同様の家屋について広域的に均衡が図られる」、
「現状の評価方法との差異が少なく、取り入れやすい」等のメリットがある一
方で、「広域設定の基準が課題となる」、「対象家屋が類型化しやすいものに
限定される」等のデメリットがある。

３ ㎡単価方式は、「個々の団体で、基準家屋を設定する必要がなく、事務の
軽減につながる」、「広域的比準評価方式と同じく、同様の家屋について広域
的に均衡が図られる」等のメリットがある一方で、「全国一律の家屋を設定し
た場合、地域的な要因を反映しにくい」、「部分別評価と比較し、乖離が生じ
る可能性が高い」等のデメリットがある。

(平成28年3月「固定資産税制度に関する調査研究」資産評価システム研究センター45-

47頁,https://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/pdf/h28_all/h27_report_seido.pdf)
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Ⅱー３ー２ タワーマンションの評価・課税

１ 居住用超高層建築物に係る課税の見直し

区分所有家屋のうち、高さが60ｍを超える建築物（建築基準法第20条第

1項第1号に規定する建築物）であって、複数の階に人の居住の用に供する
専有部分を有するもの（居住用超高層建築物）に対して課する固定資産税
については、当該居住用超高層建築物の専有部分に係る区分所有者は、当
該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、次の専有部分の区分に応じ、
それぞれの「専有部分の床面積」の、当該居住用超高層建築物の床面積の
合計に対する割合により按分した額を納付する義務を負うこととされた
（地方税法352条2項）。

⑴ 人の居住の用に供する専有部分については、「当該専有部分の床面
積を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案
して補正した当該専有部分の床面積」
⑵ ⑴以外の専有部分については、「当該専有部分の床面積」

２ 階層別専有床面積補正率

人の居住の用に供する専有部分における補正の具体的方法については、

1 階を100、40階を110とし、Ｎ階については「100＋10/39×（Ｎ－1 ）」
となるような「階層別専有床面積補正率」を用いた上で所要の補正を行う
こととされた（地方税法規則15条の3の2第3項）。

（ 財 務 省 「 平 成 29 年 度 税 制 改 正 の 解 説 」 1092 頁 ,

warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10404234/www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explan
ation/index.html ）
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Ⅱー３ー２ タワーマンションの評価・課税

財務省「平成29年度税制改正の解説」1092頁, 
warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10404234/www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/

index.html ）
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Ⅱー３ー２ タワーマンションの評価・課税

財務省「平成29年度税制改正の解説」1092頁, 
warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10404234/www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/index.ht

ml ）
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Ⅱー３ー３ 大規模建物の固定資産評価方法

東京都固定資産評価に関する検討会報告書
「大規模建築物の固定資産評価方法の見直しについて」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/hyouka_minaoshi.pdf

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/hyouka_minaoshi.pdf
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Ⅱー３ー３ 大規模建物の固定資産評価方法の課題

固定資産評価に関する検討会
報告書（大規模建築物の固定資産評価方法の見直しについて）
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/hyouka_minaoshi.pdf
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Ⅲ 空き家対策

１ 空家等対策の推進に関する特別措置法（国交省ＨＰ）

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民
の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産
の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要とされる。
（同法1条）

（国土交通省『空き家対策の現状について』
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001429587.pdf）

２ 東京における空き家施策実施方針（東京都ＨＰ）

東京都では、2022（令和4）年3月に改定した「東京都住宅マスタープ
ラン」において、目標の一つに「空き家対策の推進による地域の活性
化」を掲げ、2030年度末までに全区市町村が空家等対策計画を策定する
ことなどを政策指標とし、その達成に向けて、取組を進めている。

東京都は、空き家を取り巻く環境変化を踏まえ、効果的な空き家対策
が都内全域で着実に展開されるよう、中長期的な視点からの都の空き家
対策の考え方や具体的な取組の方針をとりまとめ、区市町村や民間事業
者などの関係者に分かりやすく示すため、「東京における空き家施策実
施方針」を策定することとした。

（東京都「東京における空き家施策実施方針」1頁
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/data/tokyo_goiken_00_all.pdf?23=）
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Ⅲー１ー１ 空家等対策の推進に関する特別措置法（概要）国交省HP

（国土交通省『空き家対策の現状について』

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001429587.pdf）
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Ⅲー１ー２ 空き家対策等の推進（R4年度予算・税制等）国交省HP

（国土交通省『空き家対策の現状について』

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001429587.pdf）
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Ⅲー１ー３ 空家等の未然防止

１ 特定空家等の土地に係るに関する措置（固定資産税等）

「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成26年法律第127号、以下

「空家法」という）の規定に基づき、市町村長が特定空家等の所有者等に対

して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場

合は、当該特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対

象から除外することとする。

２ 空き家の発生を抑制するため措置（3,000万円控除）

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に

ついて、適用期間を４年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は

除却工事を実施する場合も適用対象となるよう拡充する。
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Ⅲー１ー４ 特定空家等の土地に係るに関する措置（固定資産税等）国交省HP

（国土交通省『空き家対策の現状について』
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001429587.pdf）
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Ⅲー１ー５ 空き家の発生を抑制するため措置（3,000万円控除）国交省HP

（国土交通省『空き家対策の現状について』
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001429587.pdf）
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Ⅲー２ 東京における空き家施策実施方針（東京都ＨＰ）

１ 東京都では、2022（令和4）年3月に改定した「東京都住宅マス
タープラン」において、目標の一つに「空き家対策の推進による地
域の活性化」を掲げ、2030年度末までに全区市町村が空家等対策計
画 を策定することなどを政策指標とし、その達成に向けて、取組を
進めている。

（「東京都住宅マスタープラン」81-86頁
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_kcs/pdf/843master-01.pdf?2022=）

２ 東京都は、「既存住宅市場での流通促進」、「地域資源として
の空き家の利活用」、「利活用見込みがない空き家の除却等」の３
つの視点に基づき、都内全体として、区市町村との適切な役割分担
のもと、地域特性に応じた空き家施策を誘導・展開していく方針で
ある。

（東京都「東京における空き家施策実施方針」15頁
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/data/tokyo_goiken_00_all.pdf
?23=）
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Ⅲー２ー１ 既存住宅市場での流通促進（東京都ＨＰ）

23

１ 既存住宅流通の活性化について

＜背景＞
既存住宅は、その品質や管理状態とは関係なく築年数の経過とと

もに市場での価値が低下し、適切な維持管理やリフォームによる質
の向上が取引時に適正に評価されにくい状況がある。

加えて、既存住宅の取得やリフォーム等に当たって、税制面から
の積極的な支援も必要である。

＜国への要求内容＞
既存住宅の流通促進を総合的に推進するため、建物評価手法につ

いて、宅地建物取引業者等にとって活用しやすいよう、簡便で統一
的なものにするとともに、金融機関等にも広く普及することが必要
である。

既存住宅の流通活性化に向けて、いわゆる住宅ローン減税につい
て、安心Ｒ住宅1など一定の品質を有する既存住宅の取得において
も優遇措置を講じることが求められる。

（東京都「東京における空き家施策実施方針」23-24頁
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/data/tokyo_goiken_00_all.p
df?23=）



36

Ⅲー２－１ 既存住宅流通の活性化について（東京都ＨＰ）

（東京都「東京における空き家施策実施方針」24-25頁,

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/data/tokyo_goiken_00_all.pdf?23=）
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Ⅲー２－２ 既存住宅市場での流通促進（東京都ＨＰ）

２ 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の要件緩和
＜背景＞

2016（平成28）年度、国は、被相続人の居住の用に供していた家
屋を相続した相続人が、当該居住用家屋又はその敷地等を譲渡し、一
定の要件に当てはまる場合に、譲渡所得から3,000 万円の特別控除が
受けられる制度（空き家の発生を抑制するための特例措置）を開始し
た。

しかし、この特例措置は、相続開始の直前において当該被相続人以
外に住んでいた者がいなかった家屋を対象としているが、被相続人の
中には、介護が必要なため子供世帯との同居を選択する人もおり、そ
の場合は適用要件を満たさず、特別控除を受けることができない。

＜国への要求内容＞
空き家及び取壊し後の敷地の有効活用の促進と空き家の発生抑制を
進めるために、当該家屋の譲渡所得の3,000 万円特別控除を受ける場
合の対象要件を拡大（被相続人の一人暮らし要件の緩和）することが
求められる。

（東京都「東京における空き家施策実施方針」25-25頁
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/data/tokyo_goiken_00_all.pdf?
23=）
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Ⅲー２ー２ 空き家の譲渡所得の3,000万円控除の要件緩和（東京都ＨＰ）

（東京都「東京における空き家施策実施方針」25-25頁,
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/data/tokyo_goiken_00_all.pdf?23=
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Ⅲー3 京都市の非居住住宅利活用促進税（京都市ＨＰ）

京都市「非居住住宅利活用促進税」https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000296672.html
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Ⅳー１ 東京都住宅マスタープラン（抜粋）

東京都は、1991（平成３）年度に東京都住宅マスタープラン（以
下「住宅マスタープラン」という。）を策定して以来、５年ごとに
改定を行いながら、都民の住生活の安定向上に向けて、時代に即し
た住宅政策を展開してきている。

一方、少子高齢化や住宅ストックの老朽化など、都民の住生活を
取り巻く環境は大きく変化している。また、新型コロナウイルス感
染症の拡大により、都民の働き方や住宅に対する価値観等に大きな
変化が生じている。さらに近年、気候変動がもたらす影響は深刻さ
を増しており、住宅の省エネ対策等の更なる促進を図り、家庭部門
のＣＯ２排出量を低減させていく取組が急務となっている。

こうした、都民の住生活を取り巻く社会状況の大きな変化を捉え、
東京都は、成長と成熟が両立した明るい未来の東京の実現を目指し
て、今後の住宅政策の目標や施策について具体的かつ体系的に示し
実施していくための計画として、新たな住宅マスタープランを策定
している。

（「東京都住宅マスタープラン」1頁
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_kcs/pdf/843master-01.pdf?2022=）
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Ⅳー２ 東京都の不燃化特区制度（東京都HP)

東京都不燃化特区制度,https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/mokumitu/seido.html
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Ⅳー３ マンションの大規模修繕工事の特例（国交省HP）

国土交通省「https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001580049.pdf
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おわりに

１．家屋の評価については、再建築価格方式が合理性があるものと
して認められているが、今般タワーマンションにおいて税制改正が
なされたように、社会経済情勢の変化に対応して再建築価格方式を
前提とした上で、適切に対応することが求められるであろう。

２．政策目的のために耐震、防災・省エネ工事等を奨励することに
より、そうした工事を行った家屋に関して課税標準が増加すること
については、固定資産税の負担の減免等の検討が必要になると思わ
れる。

３．空家対策の未然防止や利活用を目的として固定資産税の課税の
強化又は緩和を行うにあたっては、租税負担の公平の原則の観点か
ら、十分な検討を経ることが求められるであろう。


